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議  事  録 

 
議 長   ただいまから、令和８年４月定例農業委員会を開会させていただきます。 

まず、はじめに、携帯電話につきまして、会議中電源をお切りになるかマナー

モードにしていただくようお願いいたします。 

なお、この会議は農業委員会等に関する法律第３２条に「総会は公開する」旨

が規定されておりますので、傍聴の希望があれば原則入室の許可をするものとい

たします。 

 

事務局   傍聴者はおりません。 

なお本日の委員会は、農業委員定数１４名中１３名の委員が出席とのことで、

農業委員会等に関する法律第２７条第３項に規定する定足数に達しておりますの

で、本日の議事は成立していることをご報告申し上げます。  

また、推進委員は５名の委員が出席されておりますので、併せてご報告申し上

げます。 

 

議 長   本日、ご審議をしていただく案件は６件、ご報告申し上げます案件は２件と

なっております。 

署名委員は、峯芝副会長と増田委員です。 

最後まで、よろしくお願い申し上げます。 

それでは、議案第１号を議題とします。まず、事務局から議案の朗読と説明を

お願いします。 

 

事務局   議案第１号 農地利用最適化推進委員の委嘱について 

 

【朗読及び説明】 

 

以上でございます。 

 

議 長   それでは、議案の１名の農地利用最適化推進委員の委嘱につきまして、ご異議

ございませんか。 

 

委 員   （異議なしの声あり） 

 

議 長   意義なしとのことでありますので、原案どおり１名の方を河内長野市農地利用

最適化推進委員に委嘱することに決定いたしました。委嘱状交付のため、暫時休

憩いたします。 
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議 長   休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 

      早速ですが、ただいま委嘱状を交付させていただきました農地利用最適化推進

委員の●●氏にも会議にご参加いただきます。それでは、農業委員、推進委員の

皆様全員がおそろいになりましたので、改めてご挨拶させていただきます。 

 

     （会長挨拶） 

 

      続きまして、新委員の●●氏に自己紹介をお願いしたいと思います。●●委員

よろしくお願いします。 

 

杉村委員 （自己紹介） 

 

議 長   ありがとうございます。では、副会長から議席番号順に自己紹介をお願いしま

す。 

 

各委員  （自己紹介） 

 

議 長   それでは、引き続き議案第２号を議題とします。まず、事務局から議案の朗読

と説明をお願いします。 

 

事務局   議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請書について 

 

【朗読及び説明】 

 

議 長   続いて、地元委員からの説明を求めます。 

 

地元委員  【場所説明】 

 それでは議案第２号につきまして、ご説明させていただきます。 

まず、３月２５日現地で立会いをさせていただきました。本件は●●●●●近

くの●●●●●●●の前面道路が完成した当時、譲渡人の●●氏所有農地が１６

㎡だけ分断され、譲受人の●●氏所有農地の隣接地として残っておりました。 

土地の形状からしてその部分だけが●●氏所有農地のため耕作できない状態で

あったことから、今回●●氏がご自身の所有農地と一体的に耕作し、休耕状態を

解消したい旨の申し出があり、双方協議のうえ所有権移転のはこびとなりました。 

 現在は木の枝や雑草が繁茂し、本件によって地域全体の休耕状態の解消にも繋

がり、譲受人の●●氏の耕作歴も申し分ないことから問題ないと思われます。 

      以上、よろしくご審議いただきますようお願いいたします。 
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議 長   ありがとうございました。皆さんからのご質問、ご意見を求めます。 

 

議 長   ご意見、ご質問はございませんか。 

 

      （なしの声あり） 

 

議 長   ご意見がないようでしたら、本案件については許可としてよろしいでしょうか。 

 

      （異議なしの声あり） 

 

議 長   ご異議なしと認めます。よって、本案件については、許可することと決しまし

た。次、議案第３号を議題とします。事務局から議案の朗読と説明をお願いしま

す。 

 

事務局   議案第３号 農地法第５条の規定による許可申請書について 

 

【朗読及び説明】 

 

議 長   ありがとうございました。皆さんからのご質問、ご意見を求めます。 

 

委 員   これ仮に不許可とした場合はどうなるのか。 

 

委 員   土地区画整理事業であることから第３種農地に当たるということで原則は、許

可になります。 

 

議 長   他にご意見、ご質問はございませんか。 

 

      （なしの声あり） 

 

議 長   ご意見がないようでしたら、本案件については許可としてよろしいでしょうか。 

 

      （異議なしの声あり） 

 

議 長   ご異議なしと認めます。よって、本案件については、許可やむを得ないものと

意見を付すことに決しました。次、議案第４号を議題とします。事務局から議案

の朗読と説明をお願いします。 
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事務局   議案第４号 農用地利用集積等促進計画の案の作成について 

 

【朗読及び説明】 

 

議 長   それでは、自然資本活用課から説明をお願いします。 

 

自然資本活用課    本件につきましては、借り手である●●氏が経営規模を拡大する

ために利用権の設定を受けるものであり、貸し手と借り手の間に大

阪府みどり公社を挟む３者契約となります。  

借り手の●●氏は、皆様もご存知かと思いますが、退職を機に本

格的に農業に従事されるようになり、現在は国版認定農業者として、

市内の各地域において水稲を中心に生産されております。  

なお、●●氏は３年ほど前から当該農地の西側に隣接する●●●

●●●番地を●●氏のご親戚から借り受けて水稲を栽培されていま

す。  

今回借り受ける農地も同様に水稲を栽培し、できた米については

農協等への出荷を予定しております。  

一方、貸し手の●●氏は当該農地について定期的な草刈程度の管

理しか行えていないとのことで、●●氏に有効活用していただきた

いという意向を持っておられます。  

以上、本件諮問の趣旨をご理解のうえ、ご審議いただきますよう

よろしくお願いいたします。  

 

議 長   続いて、地元委員からの説明を求めます。 

 

地元委員  【場所説明】 

      地図でもご覧のように、当該地は大阪外環状線及び旧国道１７０号線にも接道

しておりません。２年ほど前から雑草が生い茂り、気になっていました。貸し手

の●●氏は難病を発症し、耕作できない状況であること、当該地の西側農地を●

●氏の親類から●●氏が借り受けて水稲栽培していることから、●●氏に当該地

の管理を任せたいとの意向があり、この度、農用地利用集積等促進計画を活用す

るはこびとなりました。１月１６日現地で関係者が揃い立会いをしたところ、●

●氏は不耕作地の解消を大変喜んでおられました。 

      以上よろしくご審議のほどお願いいたします。 

 

議 長   皆さんからのご質問、ご意見を求めます。 

 

      （なしの声あり） 
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議 長   ご意見がないようでしたら、本案件については承認としてよろしいでしょうか。 

 

      （異議なしの声あり）  

 

議 長   ご異議なしと認めます。よって、本案件については、承認することと決しまし

た。次、議案第５号を議題とします。事務局から議案の朗読と説明をお願いしま

す。 

 

事務局   議案第５号 令和８年度最適化活動の目標の設定等について 

 

【朗読及び説明】 

 

議 長   皆さんからのご質問、ご意見を求めます。 

 

委 員   最適化活動の目標は国版認定農業者しか認められないのですか。 

 

事務局   全国一律の取り組みであるので、同じようなフォーマットで目標設定する際に 

はどうしても国版認定農業者の数値が求められます。 

 

議 長   他にご質問、ご意見はございませんか。 

 

      （なしの声あり） 

 

議 長   ご意見がないようでしたら、本案件については承認としてよろしいでしょうか。 

 

      （異議なしの声あり）  

 

議 長   ご異議なしと認めます。よって、本案件については、承認することと決しまし

た。次、議案第６号を議題とします。事務局から議案の朗読と説明をお願いしま

す。 

 

事務局   議案第６号 非農地判断について 

 

【朗読及び説明】 

 

議 長   皆さんからのご質問、ご意見を求めます。 
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      （なしの声あり） 

 

委 員   登記したいというニーズがあり、非農地判断のうえで農地でない地目にする訳

ですが、そのニーズが仮換地を受けた人のそれぞれの事情でその都度出てくると

いう理解でよろしいか。 

 

事務局   そのとおりです。できるだけまとめて出していただくようお願いしています。 

 

委 員   たしか令和４年頃に同様のケースがありました。非農地判断とは現地の状況か

らして農地に復元することが著しく困難であるとか、周囲の状況から見て農地に

復元しても継続して利用することができないということを農業委員会が非農地判

断する際に全員が現地に行って確認したように記憶しています。それは勝手に転

用していた悪い事案でしたが、今回は土地区画整理事業で土砂を入れるというこ

とを事前に承認していることから、現地を見ずに非農地判断するという例外的な

ケースであると考えます。 

 

議 長   他にご意見がないようでしたら、本案件については承認としてよろしいでしょ

うか。 

 

      （異議なしの声あり）  

 

議 長   ご異議なしと認めます。よって、本案件については、承認することと決しまし

た。以上で審議案件は終了しましたので、報告案件に入りたいと思います。  

本日、ご報告申し上げます案件は、２件でございます。 

ご質問、ご意見につきましては、すべての報告案件の説明終了後にたまわりた

いと思います。 

それでは、報告第１号について、事務局から朗読と説明をお願いします。 

 

事務局   報告第１号 農地法第５条第１項第６号の規定による農地転用届出書について 

 

【１番案件から２番案件まで 朗読及び説明】 

 

議 長   以上、報告案件について皆さんのご質問、ご意見を求めます。 

 

      （なしの声あり） 

 

議 長   ご意見がないようでしたら、以上をもちまして、本日の会議を終了させていた

だきます。 
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議事録作成者 課長補佐 ●● ●● 

 

 

河内長野市農業委員会に関する規程第１８条第３項の規定によりここに署名する。 

 

議  長 垣 内 俊 夫  

署名委員 峯 芝 謙 次  

署名委員 増 田 勝 紀  

 

 

協 議 会 

 

協議事項 

 

１ 次回の５月定例農業委員会について 

  開催日  令和８年５月８日（金）午後１時３０分から 

場 所  行政委員会室 （駐車場は、臨時Ａ駐車場） 

  

２ 大阪農業時報の配布について 

（※実行組合長会議後に配布のため４月分は５月以降にまとめて依頼予定）  

 

３ 活動記録カードについて（４月分） 

 

４ 生産緑地の斡旋協力について 

 

５ その他 

  ・農業委員等の名簿配布について 
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令和８年４月定例農業委員会出欠状況 

 

【農業委員１４名・推進委員６名】 

番号 氏  名 委 員 ・ 役 職 名 出欠状況 備  考 

１ 峯芝 謙次 農業委員・副会長 出席 議事録署名人 

２ 新谷 義明 推進委員 出席  

３ 増田 勝紀 農業委員・幹事・企画編集委員 出席 議事録署名人 

４ 東   昇 農業委員・幹事・企画編集委員 出席  

５ 杉村  保 推進委員 出席 新任委員 

６ 西浦 之 農業委員・幹事・企画編集委員 出席  

７ 中野 太一 推進委員 出席  

８ 垣内 俊夫 農業委員・会長 出席 議長 

９ 北谷 清一 農業委員 出席  

１０ 川岸  晃 推進委員 出席  

１１ 大谷 弘行 農業委員 欠席  

１２ 中  正敬 農業委員・幹事・企画編集委員 出席  

１３ 峰  宏司 推進委員 出席  

１４ 宗野 敏雄 農業委員・幹事・企画編集委員 出席  

１５ 松浦 孝次 農業委員 出席  

１６ 池西 一郎 推進委員 出席  

１７ 小澤  勝 農業委員・幹事・企画編集委員 出席  

１８ 小坂 充弘 農業委員 出席  

１９ 中野  毅 農業委員 出席  

２０ 比嘉 一美 農業委員 出席  

 


